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当金庫の経営理念

経営理念
中小企業の健全な育成発展
豊かな国民生活の実現
地域社会繁栄への奉仕

基本方針
地元に奉仕する金融機関として、大衆のよりよき相談相手となり、
経営規模の拡大を図り地域経済の発展に寄与する。

経営方針
１．健全経営を維持し、会員並びに預金者の保護に万全を期す
と共に金融機関としての地位を昂める。

２．国民大衆の金融機関としての特性を発揮し、地域経済発展
のため積極的な融資並びに強力な貯蓄増強を行う。

３．組織的事業運営の認識を広め、人材を登用して経営責任を
明確にする。

４．全役職員の資質向上をはかると共に生活の安定に努める。

九州ひぜん信用金庫考動３原則
１．お客様の立場に立って長期的な視野でよく考え、いつも謙
虚にまた素直に、信念を持って素早く考動しよう。

２．人から言われてやるのは下の下、深く考え自ら情熱を持って
考動することで人は成長する。指示待ちだけの職員は人材
にあらず人罪と知るべし。

３．すべてのご縁を大切にしつつ、積極的に前向きに常にプラ
ス思考で発想・挑戦し誠意をもって考動しましょう。

金庫の概要
設　　　立　　昭和26年4月11日
本　　　店　　佐賀県武雄市武雄町大字富岡8894番地
店　舗　数　　19店舗
会　員　数　　16,239名　　普通出資金　921百万円
常勤役職員　　171名（2021年3月末現在）

ごあいさつ
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ごあいさつ
会員の皆さまには、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素
より九州ひぜん信用金庫に格別の御愛顧を賜り役職員一同心より厚く御礼
申し上げます。
「新型コロナウイルス」の感染拡大により健康被害を受けられた皆様、事
業等に影響を受けておられる皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早く新型コロナワクチン接種が普及し、新型コロナウイルス感染
症の終息を願うばかりです。
ここに2020年度の事業報告を行うにあたりまして、ご挨拶申し述べさせ
ていただきます。
さて、2020年度（第70期）我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の
拡大により、社会システムや日常生活等を大きく変容させるとともに、宿
泊・飲食サービス業を中心に売上が大きく減少するなど、国内外の企業活
動をはじめとする経済に極めて深刻な状況をもたらしており、未だに感染
終息が見通せない中、当面は先行き不透明な状況が続くことが予想されて
おります。このほか、我が国の課題である人口減少、中小零細企業経営者
の高齢化・後継者不足は将来経済に及ぼす影響も懸念されています。
一方、金融機関を取り巻く金融環境を見ると、日本銀行の長引く超低金
利政策が金融機関の経営体力の低下を招いています。
こうした中、昨年末に九州ひぜん信用金庫はＳＤＧs宣言を行い、持続可
能な社会の実現に向けて方針を明確に示し、課題解決に向けた取り組みを
具体的に実行しております。特に昨年から継続して取り組んでいる、新型
コロナウイルス感染症により急激な売上の低迷に陥った取引先の資金繰り
を支えるための「新型コロナウイルス対策資金」を1,153件128億円実行し、
事業継続を徹底的に支援し、地域経済の回復に取り組んでおります。
九州ひぜん信用金庫は、創立以来の経営理念である「中小企業の健全な
育成発展」、「豊かな国民生活の実現」、「地域社会繁栄への奉仕」役職員一
同が胸に刻み、地域や中小企業が抱える課題と真摯に向き合い、地域の皆
様のニーズに応じた金融・非金融サービスの提供を重ねて参りました。そ
の結果、経常利益は146百万円となり、当期純利益は117百万円となりまし
た。これも偏に会員の皆様のご支援の賜物であると深く感謝申し上げます。
本年度は、新中期事業計画『ひぜしん「支援力の強化と変革への挑戦」』
初年度となり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた
地域経済の回復のため、お客さまとのリレーションシップを追求し、地域
に根ざした協同組織金融機関として、会員、お客様、そして地域が抱える
課題の解決に尽力し、その幸せづくりと地域社会全体の成長に貢献するこ
とを目指してまいります。今後とも倍旧のご支援ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げ、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息宣言とともに、
平穏な日々と皆さまの笑顔が溢れる日常が戻る事を祈念申し上げ、ご挨拶
と致します。

令和3年6月　九州ひぜん信用金庫
会　長　溝 上 邦 治
理事長　松 永 　 功



222 222

263
221

198

146
174

152
117

有価証券 評価損益

預金量は貸出金量ともに大幅に増加しました。
9年連続の増加で1,550億円となりました。

預金積金残高 貸出金残高

収益の状況

預金積金・貸出金残高
「単体自己資本比率」9.29％程度
ひぜしんは健全経営を続けております。

自己資本比率の状況

不良債権比率3.77％、保全率は85.98％
不良債権に十分な保全をはかっております。　

不良債権の状況（金融再生法）

最終利益は117百万円と減益になりましたが、金融機関の本来的な収益力を示す
コア業務純益は41百万円の増益で263百万円となりました。

収益の状況（業務純益・経常利益・当期純利益）

出資金および会員の状況

良好な株式市場により、株式や投資信託を中心に有価証券評価益が増加しました。
また国内債を中心に安全運用を心掛けております。

有価証券の状況［残高・評価損益（その他保有目的有価証券）］

会員数

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末

普通出資金額

2020年度 業績ハイライト

不良債権額 不良債権比率　ひぜしんでは、金融検査マニュアル
に準拠した自己査定基準に沿って、適
正かつ厳格な自己査定を行なってお
ります。
　2021年3月期の不良債権額は、不
稼働資産の処分を積極的に行った結
果456百万円減少し、不良債権比率は
3.77％と低下しました。
　なお、担保・貸倒引当金により、不
良債権の85.98％を保全しており、内
部留保とあわせて十分な保全をは
かっております。

破産更生債権及びこれらに
準ずる債権

危険債権

要管理債権

不良債権計

正常債権

合計

不良債権比率

開示債権区分 2021年3月期

1,837

1,162

192

3,192

81,379

84,572

3.77%

1,837

824

83

2,745

担保・引当金等
による保全額

100.00%

70.91%

43.36%

85.98%

保全率

（単位：百万円）

自己資本額 自己資本比率自己資本比率は、リスクの可能性のあ
る資産に対して自己資本がどれだけ
あるかを示す指標で、金融機関経営
の健全性・安全性を示す指標です。
　2021年3月期の自己資本比率は、
9.29％と僅かに増加しました。なお自
己資本額は毎期着実に増加しており、
今期は8百万円増の6,852百万円を確
保。国内基準である4％を大きく上回
る水準となっております。この水準は、
ひぜしんの経営が健全かつ安全であ
ることを示しております。

2021年3月期

リスク・アセット等計 　73,681　

単体自己資本比率 9.29%

総所要自己資本額 2,947　

自己資本の額 6,852　

（単位：百万円）

2019年3月期 2020年3月期

72,203　 　73,721　

9.44% 9.28%

2,888　 2,948　

6,822　 6,843　

（単位：百万円）

（単位：百万円・名）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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2020年度 九州ひぜん信用金庫のトピックス

男性職員4名、女性職員3名の総勢7名が新
しく、我々ひぜしん職員の仲間入りをいたし
ました。

2020年4月1日

九州ひぜん信用金庫 入庫式

日本銀行と九州ひぜん信用金庫の共催で、夏
休み親子セミナー「おかね博士になろう」を開催
しました。「日本銀行の役割」と「お札の秘密」に
ついて楽しく学びました。

2020年8月6日

夏休み親子セミナーの開催

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた
支援として社会福祉法人たちばな会様へ抗菌マス
クケースを寄贈しました。

2020年9月28日

社会福祉法人たちばな会様へ
　　　　　　マスクケースの寄贈

平成2年11月26日に新設した北方支店が開設30周
年を迎えました。

2020年11月25日～26日

北方支店開設30周年記念イベントの開催

佐賀県信用金庫協会加盟の4信金において、一
斉に「SDGs宣言」を公表しました。今後も「地域経
済」「地域社会」「地域環境」の3つの側面から地域
社会が抱える課題解決と持続可能な社会の実現に
努め、地域金融機関としての使命を果たしてまいり
ます。

2020年12月1日

SDGs宣言の公表

佐賀県の豪雨災害復興支援事業として開催。大
町商店街等がリアル版「人生ゲーム」の舞台となる
ことで町内の店舗や名所を巡るゲーム。当金庫大
町支店もチャレンジマスとして出店し、お札の重さ
体験や重量当てクイズなどを企画しました。

2021年2月21日

まちあそび人生ゲームinおおまち



１．事 業 の 概 況
⑴　事業成績の推移

（注）記載金額は金額単位未満を切り捨てて表示しております（以下の各表に
ついても同様です）。

⑵　決算期後に生じた当庫の状況に関する重要な事実
　　該当事項はありません。

２．当 庫 の 現 況
⑴　出資金の推移

⑵　出資金の状況（当年度末現在）
イ．普通出資
　　普通出資１口の金額	 500円
　　普通出資者の出資の最低限度額	 5,000円

ロ．優先出資
　　優先出資１口の金額	 5,000円
　　優先出資の総口数の最高限度	 1,000,000口
　　発行済優先出資の総口数	 440,000口

⑶　役員の状況
　　定款に定める理事数　12人以内
　　定款に定める監事数　 3人以内

区　　分 出 資 者 数 出 資 金 額 処分未済持分
個　　　　人 13,702 669 5
法　　　　人 2,537 251 0
合　　　　計 16,239 921 6

区　　　分 前 年 度 末 当 年 度 末
理　　　　事
（うち非常勤）

　　　10
（　　　　 2　）

　　　10
（　　　　 2　）

監　　　　事
（うち非常勤）

　　　 3
（　　　　 2　）

　　　 3
（　　　　 2　）

合　　　　計
（うち非常勤）

　　　13
（　　　　 4　）

　　　13
（　　　　 4　）

区　　　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
預　金　積　金 135,867 137,114 142,325 155,038
定 期 預 金 89,975 87,767 89,623 91,508
定 期 積 金 4,347 4,320 4,182 4,042
そ の 他 41,544 45,026 48,519 59,487

貸　　出　　金 78,552 80,163 79,888 83,759
会 員 64,899 66,629 66,546 71,574
会 員 外 13,653 13,533 13,341 12,185

有　価　証　券 29,438 26,130 27,357 29,708
国 債 6,071 2,984 2,334 2,893
そ の 他 23,367 23,146 25,023 26,814

総　　資　　産 145,281 147,561 152,113 174,840
内国為替取扱高 147,590 153,574 162,473 174,250
経　常　利　益 276,108 221,975 198,212 146,843
当 期 純 利 益 207,724 174,817 152,523 117,073

区　　　分 前　年　度　末 当　年　度　末
出　　資　　金 2,040 2,021
普 通 出 資 金 940 921
優 先 出 資 金 1,100 1,100

千円 千円 千円 千円

百万円 百万円 百万円 百万円

百万円 百万円

人 人

百万円 百万円



⑷　職員の状況

⑸　事務所等の状況
イ．事務所数

ロ．当年度の事務所の開設・廃止状況
　　該当事項はありません。
ハ．信用金庫代理業者の一覧
　　該当事項はありません。
ニ．信用金庫が営む銀行代理業等の状況

ホ．当年度の信用金庫代理業者が信用金庫代理業を営む営業所又は事務所の
開設・廃止状況

　　該当事項はありません。
⑹　重要な子会社等（当年度末現在）
　　該当事項はありません
⑺　預金等総額の状況

（注）預金等総額は、信用金庫法施行令第５条の２第１項に規定する事業年度
開始時における預金及び定期積金の総額を記載しています。

３．自己資本比率の状況（当期末現在）

所属金融機関の商号又は名称
信金中央金庫

　（単位：百万円）
自己資本の額（（ロ）－（ハ））	 （イ） 6,852

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　（ロ） 6,860

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　（ハ） 8

リスク・アセット等計　　　　　　　　　　　　　　　（二） 73,681

信用リスク・アセットの額 69,943

オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額 3,737

自己資本比率（（イ）／（二）） 9.29％

区　　　分 当年度開始時 翌年度開始時
預 金 等 総 額 1,423億円 1,550億円

人 人

歳 月 歳 月

年 月 年 月

千円 千円

区　　　分 前 年 度 末 当 年 度 末
職 員 数 165 162
平 均 年 齢 38 6 39 0
平均勤続年数 15 8 16 2
平均給与月額 244 241

区　　　分 前 年 度 末 当 年 度 末

武　　雄　　市 店（うち出張所）
4　　　（　　－　　）

店（うち出張所）
4　　　（　　－　　）

鹿　　島　　市 1　　　（　　－　　） 1　　　（　　　　　）

嬉　　野　　市 1　　　（　　－　　） 1　　　（　　－　　）

杵　　島　　郡 2　　　（　　－　　） 2　　　（　　－　　）

佐　世　保　市 7　　　（　　－　　） 7　　　（　　－　　）

大　　村　　市 3　　　（　　－　　） 3　　　（　　－　　）

諫　　早　　市 1　　　（　　－　　） 1　　　（　　－　　）

合　　　計 19　　　（　　－　　） 19　　　（　　－　　）

店舗外現金自動設備 4 4



４．庶務の概要
総代会

令和2年6月19日「第69期通常総代会」を九州ひぜん信用金庫本店におい
て開催し、次の報告事項及び議案が付議され、原案どおり承認可決されま
した。

報告事項
第69期業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件

決議事項
第１号議案　　　　剰余金処分案の承認に関する件
第２号議案　　　　会員の除名に関する件
第３号議案　　　　任期満了に伴う理事選任の件
第４号議案　　　　任期満了に伴う監事選任の件
第５号議案　　　　総代候補者選考委員２１名選任の件

５．信用金庫の沿革
大正　5年10月	 	 	 佐世保実業信用組合設立
　　12年　2月	 	 	 有限責任信用組合佐世保庶民金庫に名称変更
昭和18年　4月	 	 	 市街地信用組合法により佐世保庶民信用組合に名称変更
　　26年10月	 	 	 信用金庫法により佐世保庶民信用金庫に名称変更
　　38年　4月	 	 	 大村信用金庫（３店舗）と合併し西九州信用金庫に名称

変更

昭和26年　4月11日	 溝上留次、大町信用組合を大町町に設立
　　27年　9月13日	 大町信用組合が武雄信用組合を吸収合併し、名称を杵島

信用組合と変更
　　27年　9月14日	 武雄支店開設
　　28年　4月　1日	 信用金庫法に基づき杵島信用金庫に移行
　　38年　1月18日	 本店を武雄市に移転、同時に大町支店開設
平成21年　2月13日	 西九州信用金庫と合併契約
　　22年　2月15日	 西九州信用金庫（11店舗）と合併し「九州ひぜん信用金

庫」と名称変更



貸 借 対 照 表
第70期（令和3年3月31日現在）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額
（資産の部） 百万円 （負債の部） 百万円

現 金 2,597 預 金 積 金 155,038
預 け 金 56,108 　当 座 預 金 2,208
有 価 証 券 29,708 　普 通 預 金 54,326
　国 債 2,893 　貯 蓄 預 金 138
　地 方 債 8,338 　通 知 預 金 99
　社 債 10,604 　定 期 預 金 91,508
　株 式 633 　定 期 積 金 4,042
　そ の 他 の 証 券 7,237 　そ の 他 の 預 金 2,714
貸 出 金 83,759 借 用 金 10,397
　割 引 手 形 281 　借 入 金 10,397
　手 形 貸 付 3,343 そ の 他 の 負 債 391
　証 書 貸 付 76,373 　未 決 済 為 替 借 20
　当 座 貸 越 3,760 　未 払 費 用 90
そ の 他 の 資 産 844 　給 付 補 填 備 金 1
　未 決 済 為 替 貸 13 　未 払 法 人 税 等 21
　信金中金出資金 618 　前 受 収 益 58
			未 収 収 益 107 　払 戻 未 済 金 19
　そ の 他 の 資 産 105 　職 員 預 り 金 39
有 形 固 定 資 産 2,389 　リ ー ス 債 務 76
　建 物 755 　そ の 他 の 負 債 62
　土 地 1,470 退 職 給 付 引 当 金 153
　リ ー ス 資 産 76 役員退職慰労引当金 139
　その他の有形固定資産 86 睡眠預金払戻損失引当金 19
無 形 固 定 資 産 8 再評価に係る繰延税金負債 253
　ソ フ ト ウ ェ ア 5 債 務 保 証 682
　その他の無形固定資産 2 負 債 の 部 合 計 167,076
繰 延 税 金 資 産 52 （純資産の部）
債 務 保 証 見 返 682 出 資 金 2,021
貸 倒 引 当 金 △1,310 　普 通 出 資 金 921
（うち個別貸倒引当金） （	△1,229） 　優 先 出 資 金 1,100

資 本 剰 余 金 581
　資 本 準 備 金 581
利 益 剰 余 金 4,091
　利 益 準 備 金 1,052
　その他利益剰余金 3,039
　　特 別 積 立 金 2,750
　　（優先出資消却積立金） （　1,400）
　　当期未処分剰余金 289
処 分 未 済 持 分 △6
会 員 勘 定 合 計 6,687
その他有価証券評価差額金 415
土地再評価差額金 661
評価・換算差額等合計 1,076
純 資 産 の 部 合 計 7,763

資 産 の 部 合 計 174,840 負債及び純資産の部合計 174,840

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについては
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法に
より算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについ
ては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。な
お、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処
理しております。



３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法を採用しており
ます。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　物　	３４年〜３９年
その他　	３年〜１０年

４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却して
おります。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利
用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリー
ス資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは
当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
６．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破

綻先」という。）に係る債権およびそれと同等の状況にある債務者（以下「実
質破綻先」という。）に係る債権については、担保の処分可能見込額および保
証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にはないものの、今後経営破綻に陥る可能性

が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権につ
いては、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込
額を控除し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで計上してお
り、予想損失額は、過去3年間における累積の貸倒実績率の3期間平均値に基
づき決定した予想損失率により算定しております。
貸出条件に問題のある債務者、履行条件に問題のある債務者、業況が低調

ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注
意を要する債務者（以下、「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権
の全部又は一部が要管理債権である債務者（以下、「要管理先」という）に対
する債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、要注
意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められ
る債務者（以下、「正常先」という）に対する債権については今後１年間の予
想損失額を見込んで計上しております。
これらの予想損失額は、３年間または１年間の貸倒実績の過去の一定の期

間における平均値に基づき決定した予想損失率により算定しております。
すべての貸出金等債権は、資産の自己査定基準に基づき営業関連部署が資産

査定を実施し、当該部署から独立した監査室が査定結果を監査しております。
７．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号）に定める簡便法（退職
給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、当事
業年度末における必要額を計上しております。
当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総

合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産
の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額
を退職給付費用として処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占

める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
①	　制度全体の積立状況に関する事項（令和2年3月31日現在）
　　年金資産の額	 1,575,980百万円
　　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額
　　との合計額	 1,718,649百万円
　　差引額	 △142,668百万円
②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和2年3月31日現在）
	 0.1647％
③　補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
189,351百万円及び別途積立金46,682百万円であります。本制度における過
去勤務債務の償却方法は期間19年0 ヵ月の元利均等定率償却であり、当金
庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金25百万円
を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与

の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担



割合とは一致しません。
８．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生している
と認められる額を計上しております。
９．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者か
らの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積も
り、必要と認める額を計上しております。
10．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
11．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目
であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるも
のは、次のとおりです。
1．貸倒引当金の見積り
（1）財務諸表に計上した金額

貸倒引当金	1,310百万円
（2）見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①	積り金額の算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「貸借対照表　注6．」に記載しております。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響も踏まえ、当金庫
は見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を債務者区分に反映し、貸倒
引当金を計上しております。

②	見積りの算出に用いた主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通
し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見
通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は今
後当面の間は続くものと想定し、特に当金庫の貸出金等の信用リスク
に一定の影響があるとの仮定を置いております。

③	翌年度の財務諸表に与える影響
新型コロナウイスル感染症の状況や個別貸出先の業績変化等により、
当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌年度に係る財務諸表
における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

12．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額74
百万円
13．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務（預金積
金を除く）はありません。
14．有形固定資産の減価償却累計額1,644百万円
15．貸出金のうち、破綻先債権額は430百万円、延滞債権額は2,485百万円であ
ります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続してい

ることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないも
のとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年
政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４
号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債

務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出
金以外の貸出金であります。
16．貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は63百万円であります。

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日
から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも
のであります。
17．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は129百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ
月以上延滞債権に該当しないものであります。
18．破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権
額の合計額は3,108百万円であります。
なお、14．から17．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
19．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理し
ております。これにより受け入れた商業手形は売却又は（再）担保という方



法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は281百万円
であります。
20．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産
預 け 金　定期預金	 1,975百万円（内国為替決済保証金）
　　　　　定期預金	 	 	600百万円（信金中央金庫借入金に対する担保）
有価証券　地 方 債	 	 	101百万円（日本銀行歳入代理店契約に基づく担保）
　　　　　国　　債	 1,688百万円
	 （日本銀行新型コロナ対応金融支援特別オペに基づく担保）
　　　　　地 方 債	 4,418百万円
	 （日本銀行新型コロナ対応金融支援特別オペに基づく担保）
　　　　　社　　債	 5,096百万円
	 （日本銀行新型コロナ対応金融支援特別オペに基づく担保）
担保資産に対応する債務
　　　　　借 用 金	 10,397百万円
また、その他の資産には、保証金7百万円が含まれております。

21．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、
事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税
金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを
控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日　平成11年3月31日
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119

号）第2条第4号に定める方法、すなわち「地価税法」（平成3年法律第69条）
第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を
算定するために国税庁長官が、定めて公表した方法により算定した価
額に合理的な調整を行って算定しております。
同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末にお

ける時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額と
の差額は388百万円であります。

22．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）
による社債に対する当金庫の保証債務の額は250百万円であります。
23．出資１口当たりの純資産額3,032円31銭
24．金融商品の状況に関する事項
（1）　金融商品に対する取組方針

当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を
行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負

債の総合的管理（ALM）をしております。
（2）　金融商品の内容及びそのリスク

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する
貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的

及び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場

価格の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに

晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されており

ます。
（3）　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理

当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、
個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の
設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営して
おります。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、

定期的に経営陣による常務会や理事会を開催し、審議・報告を行って
おります。
さらに、与信管理の状況については、監査室がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部において、信用



情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
②　市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の

詳細を明記しており、ALM委員会において決定されたALMに関する
方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等
の協議を行っております。
日常的には総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的

に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行
い、月次ベースで理事会に報告しております。

（ⅱ）為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理して

おります。
（ⅲ）価格変動リスクの管理

有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方
針に基づき、理事会の監督の下、市場リスク管理規程に従い行われて
おります。
このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審

査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格
変動リスクの軽減を図っております。
総務部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有している

ものであり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングしてお
ります。
これらの情報は総務部を通じ、理事会及びALM委員会において定

期的に報告されております。
（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報

当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受け
る主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」、
「預金積金」であります。
当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間6ヵ

月、過去5年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を用いた経
済価値の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあ
たっての定量的分析に利用しております。
当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそ

れぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利
変動幅を用いております。
なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定した場合

の99パーセンタイル値を用いた当事業年度末現在の経済価値は、1,378
百万円減少するものと把握しております。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としてお

り、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、

算定額を超える影響が生じる可能性があります。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理

当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達
手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などに
よって、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、一部の金融商品のうち、預け金及び貸出金については、簡便な

計算により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。
25．金融商品の時価等に関する事項

令和3年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次
のとおりであります（時価等の算定方法については（注1）参照）。なお、時
価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含め
ておりません（（注2）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。



（単位：百万円）
貸借対照表
計　上　額 時　　価 差　　額

⑴　現　金 2,597 2,597 －-
⑵　預け金（＊1） 56,108 56,163 54
⑶　有価証券 29,683 29,683 －
　　　その他有価証券 29,683 29,683 －
⑷　貸出金（＊1） 83,759
　　　貸倒引当金（＊2） △1,309

82,450 82,359 △90
金融資産計 170,840 170,804 △35

⑴　預金積金 155,038 155,073 35
⑵　借用金（＊1） 10,397 10,404 6

金融負債計 165,436 165,478 42
（＊１）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算

により算出した時価に代わる金額」が含まれております。
（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除してお

ります。
（注１）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（1）　現金

現金は帳簿価額によっております。
（2）　預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、
市場金利（LIBOR、SWAP）で割り引いた現在価値を時価に代わる金額
として記載しております。

（3）　有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示

された価格によっております。投資信託は公表されている基準価格に
よっております。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については26.か

ら27.に記載しております。
（4）　貸出金

貸出金は、以下の①〜②の方法により算出し、その算出結果を時価に
代わる金額として記載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・
フローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に
計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）
の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除した価額

②　①以外の債権については、貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金
の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いた
価額

金融負債
（1）預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）
を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごと
に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し
ております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率
を用いております。

（2）借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の

合計額を市場金利（LIBOR、SWAP）で割り引いて現在価値を算定し、
その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表
計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりま
せん。



（単位：百万円）
区　　　分 貸借対照表計上額

非上場株式（＊1） 22
組合出資金（＊2） 	 1

合　　　計 24
（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
（＊２）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握すること

が極めて困難と認められるもので構成されているものについては、
時価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預け金（＊1） 19,200 8,800 200 3,150
有価証券 1,752 8,939 7,094 6,477
　その他有価証券のう
　ち満期があるもの 1,752 8,939 7,094 6,477
貸出金（＊2） 12,584 29,139 21,421 14,168

合　　　計 33,536 46,878 28,715 23,795
（＊１）預け金のうち、期間の定めがないものは含まれておりません。
（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、

償還予定額が見込めないもの、期間の定めがないものは含まれてお
りません。

（注４）預金積金および借用金の決算日後の返済予定額　　　（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預金積金（＊1） 91,271 3,742 1 58
借用金 10,000 － 397 －

合　　　計 101,271 3,742 399 58
（＊１）預金積金のうち、要求払預金は「1年以内」に含めております。また、

期間の定めがないものは含まれておりません。
26．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
その他有価証券

種　　類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差　　額
（百万円）

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

株　式 277 231 45
債　券 15,824 15,391 433
　国　　　債 1,820 1,798 21
　地　方　債 7,365 7,095 270
　社　　　債 6,638 6,497 140
その他 5,233 4,893 339
小　　計 21,335 20,516 818

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株　式 333 389 △55	
債　券 6,012 6,121 △109	
　国　　　債 1,073 1,108 △34	
　地　方　債 972 1,002 △29	
　社　　　債 3,965 4,010 △44	
その他 2,002 2,081 △79	
小　　計 8,348 8,592 △243	

合　　　計 29,683 29,108 574



27．当事業年度中に売却したその他有価証券
売　　却　　額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株　式 329 33 22
債　券 501 1 0
　国　　　債 － － －
　地　方　債 400 1 0
　社　　　債 100 0 －
その他 1,152 89 49
合　　計 1,982 124 71

28．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なも

のを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得価額に比べて著しく下落して
おり、時価が取得価額まで回復する見込みがあると認められないものについ
ては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事
業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
当事業年度における減損処理額は、債券69百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価の下落率

が50％以上となった場合は回復可能性なしとみなし、減損処理を行うことと
しています。また、下落率が30％以上50％未満の場合は、著しい下落とみな
し、該当する有価証券についてその時価の推移および発行体の財政状態等を
勘案して回復可能性を判定し、回復可能性のないものについては減損処理を
行うこととしております。
29．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がな
い限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、24,365百万円であります。このうち原
契約期間が１年以内のものが6,365百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、

融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影
響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、
債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受
けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら
れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担
保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている金庫内手
続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上
の措置等を講じております。
30．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次
のとおりであります。

（単位：百万円）
　繰 延 税 金 資 産
　　貸 倒 引 当 金 229
　 　 減 損 損 失 194
　 　 退 職 給 付 引 当 金 42
　 　 そ の 他 67
　 　 繰 延 税 金 資 産 小 計 533
　 評 価 性 引 当 額 △322
　 繰 延 税 金 資 産 合 計 211
繰 延 税 金 負 債
　 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 159
　 繰 延 税 金 負 債 合 計 159
　 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 52



損 益 計 算 書
第70期　令和２年４月１日から　　　　令和３年３月31日まで

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．出資１口当たり当期純利益の金額は54円46銭です。

科　　　　　目 金　　　　　額
経 常 収 益 2,418,602
　資 金 運 用 収 益 2,076,583
　　貸 出 金 利 息 1,684,974
　　預 け 金 利 息 59,490
　　有 価 証 券 利 息 配 当 金 316,725
　　そ の 他 の 受 入 利 息 15,393
　役 務 取 引 等 収 益 202,911
　　受 入 為 替 手 数 料 83,740
　　そ の 他 の 役 務 収 益 119,170
　そ の 他 業 務 収 益 27,210
　　国 債 等 債 券 売 却 益 23,677
　　そ の 他 の 業 務 収 益 3,532
　そ の 他 経 常 収 益 111,898
　　株 式 等 売 却 益 100,658
　　そ の 他 の 経 常 収 益 11,239
経 常 費 用 2,271,759
　資 金 調 達 費 用 64,785
　　預 金 利 息 62,375
　　給 付 補 填 備 金 繰 入 額 887
　　借 用 金 利 息 1,145
　　そ の 他 の 支 払 利 息 376
　役 務 取 引 等 費 用 281,951
　　支 払 為 替 手 数 料 29,082
　　そ の 他 の 役 務 費 用 252,869
　そ の 他 業 務 費 用 117,552
　　国 債 等 債 券 売 却 損 42,309
　　国 債 等 債 券 償 還 損 4,117
　　国 債 等 債 券 償 却 69,839
　　そ の 他 の 業 務 費 用 1,285
　経 費 1,671,119
　　人 件 費 1,030,305
　　物 件 費 608,149
　　税 金 32,665
　そ の 他 経 常 費 用 136,350
　　貸 倒 引 当 金 繰 入 額 72,169
　　株 式 等 売 却 損 29,615
　　そ の 他 の 経 常 費 用 34,565
経 常 利 益 146,843
税 引 前 当 期 純 利 益 146,843
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 45,381
法 人 税 等 調 整 額 ▲15,610
法 人 税 等 合 計 29,770
当 期 純 利 益 117,073
繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ） 165,372
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 6,736
当 期 未 処 分 剰 余 金 289,182

千円 千円



剰余金処分計算書
第70期　令和２年４月１日から　　　　令和３年３月31日まで

以上の通り報告いたします。
令和３年６月

会　　　長　溝　上　邦　治
理　事　長　松　永　　　功
専 務 理 事　石　橋　正　広
常 務 理 事　桑　原　　　司
常 勤 理 事　溝　上　武　明
常 勤 理 事　池　田　　　乃
常 勤 理 事　井　手　浩　文
常 勤 理 事　片　渕　克　明
理　　　事　勢　戸　祥　市
理　　　事　山　口　　　剛
常 勤 監 事　成　松　義　秀
監　　　事　鶴　田　　　学
員 外 監 事　富　永　英　樹

科　　　　　目 金　　　額

当 期 未 処 分 剰 余 金 289,182,015

剰 余 金 処 分 額 113,626,416

　利 益 準 備 金 30,000,000
　普通出資に対する配当金 （年2.0％）18,226,416
　優先出資に対する配当金 （年0.7％）15,400,000
　優先出資消却積立金 50,000,000

繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ） 175,555,599

円



会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

令和3年5月24日
九州ひぜん信用金庫
理事会　御中

有限責任監査法人トーマツ　　　　　　　　
指定有限責任社員　公認会計士　濵村　正治業 務 執 行 社 員　　　　　　　　　　　　

＜計算書類等監査＞
監査意見
当監査法人は、信用金庫法第38	条の2	第3	項の規定に基づき、九州ひぜ

ん信用金庫の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第70	期事業年度の
剰余金処分案を除く計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び注
記並びにその附属明細書（以下、これらの監査の対象書類を「計算書類等」
という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、信用金庫法及び同施行規則並び

に我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、金庫から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監事の責任
経営者の責任は、信用金庫法及び同施行規則並びに我が国において一般

に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算
書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、信用金庫法及び同施
行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に基づ
いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の
執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算
書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑



心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切で
ない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、金庫は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、信用金庫法及び同施行規則並びに
我が国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。
監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監事に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。

＜剰余金処分案に対する意見＞
剰余金処分案に対する監査意見当監査法人は、信用金庫法第38	条の2	
第3	項の規定に基づき、九州ひぜん信用金庫の令和2年4月1日から令和3年3
月31日までの第70期事業年度の剰余金処分案について監査を行った。
当監査法人は、上記の剰余金処分案が法令及び定款に適合しているもの

と認める。

剰余金処分案に対する経営者及び監事の責任
経営者の責任は、法令及び定款に適合した剰余金処分案を作成すること

にある。
監事の責任は、剰余金処分案作成における理事の職務の執行を監視する

ことにある。

剰余金処分案に対する監査における監査人の責任
監査人の責任は、剰余金処分案が法令及び定款に適合して作成されてい

るかについて意見を表明することにある。

利害関係
金庫と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以　上



金融ADR制度への対応

店舗一覧
店舗名 所在地 電話番号

当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等を
営業店または監査法務部で受け付けています。

九州ひぜん信用金庫　監査法務部

本店営業部 佐賀県武雄市武雄町大字富岡8894番地 (0954) 23-1181

大 町 支 店 佐賀県杵島郡大町町大字福母381番地1 (0952) 82-3181

白 石 支 店 佐賀県杵島郡白石町大字福田2276番地5 (0952) 84-4181

嬉 野 支 店 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙553番地2 (0954) 42-0181

鹿 島 支 店 佐賀県鹿島市大字高津原4034番地3 (0954) 62-7181

宮野町支店 佐賀県武雄市武雄町大字武雄7319番地 (0954) 23-2181

北 方 支 店 佐賀県武雄市北方町大字大崎1095番地3 (0954) 36-5181

山 内 支 店 佐賀県武雄市山内町大字三間坂甲13821番地１ (0954) 45-6181

佐世保営業部 長崎県佐世保市天満町1番15号 (0956) 22-5181

本 島 支 店 長崎県佐世保市本島町1番6号 (0956) 24-5181

大 宮 支 店 長崎県佐世保市大宮町8番19号 (0956) 31-6126

俵 町 支 店 長崎県佐世保市俵町9番12号 (0956) 23-1101

大 野 支 店 長崎県佐世保市田原町10番12号 (0956) 49-3341

相 浦 支 店 長崎県佐世保市相浦町1615番地2 (0956) 47-3105

大 村 支 店 長崎県大村市東三城町5番地 (0957) 52-2141

竹 松 支 店 長崎県大村市竹松本町956番地1 (0957) 55-7144

諌 早 支 店 長崎県諫早市永昌町18番1号 (0957) 26-3556

西大村支店 長崎県大村市諏訪1丁目604番地1 (0957) 52-4100

イ オ ン 大 塔
ショッピングセンター 長崎県佐世保市大塔町14番2号

武 雄 市 役 所
出 張 所 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10

食品流通団地 長崎県佐世保市大塔町2002番地

川棚出張所 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷田島441番地5

佐
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・
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店
外
Ａ
Ｔ
Ｍ
一
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早 岐 支 店 長崎県佐世保市早岐2丁目3番17号 (0956) 38-3148

住　　所：佐賀県武雄市武雄町大字昭和862番地
Ｔ Ｅ Ｌ：0954－23－1299　　Ｆ Ａ Ｘ：0954－22－1257
受付時間：9：00～17：00（信用金庫営業日）
受付媒体：電話、手紙、ファクシミリ、面談

監事会の監査報告書謄本
監査報告書

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの第
７０期事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び
結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査基準に準拠し、他の監事と意思疎通及び情報の
交換を図るほか、監査の方針、監査計画等に従い、理事、内部監査部
門その他の職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①	 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職
務の執行状況にについて報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本部・本支店において業務及び財
産の状況を調査いたしました。

②	 業務報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他信用金庫の業務の適
正を確保するために必要なものとして、信用金庫法施行規則第
23条に定める体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③	 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（信用金庫法施行規則第33条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る業務報告及びその附属明
細書並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案）及び
その附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果　
⑴　業務報告等の監査結果
①	 業務報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、信用金
庫の状況を正しく示しているものと認めます。

②	 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③	 内部統制システムに関する理事会決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する業務報告の記載
内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

④	 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制に関し、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

令和3年5月27日　　

九州ひぜん信用金庫　　　　　
常勤監事　　成松　義秀　　
監　　事　　鶴田　　学　　
監　　事　　富永　英樹　　

（注）監事富永英樹氏は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事で
あります。



金融ADR制度への対応

店舗一覧
店舗名 所在地 電話番号

当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等を
営業店または監査法務部で受け付けています。

九州ひぜん信用金庫　監査法務部

本店営業部 佐賀県武雄市武雄町大字富岡8894番地 (0954) 23-1181

大 町 支 店 佐賀県杵島郡大町町大字福母381番地1 (0952) 82-3181

白 石 支 店 佐賀県杵島郡白石町大字福田2276番地5 (0952) 84-4181

嬉 野 支 店 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙553番地2 (0954) 42-0181

鹿 島 支 店 佐賀県鹿島市大字高津原4034番地3 (0954) 62-7181

宮野町支店 佐賀県武雄市武雄町大字武雄7319番地 (0954) 23-2181

北 方 支 店 佐賀県武雄市北方町大字大崎1095番地3 (0954) 36-5181

山 内 支 店 佐賀県武雄市山内町大字三間坂甲13821番地１ (0954) 45-6181

佐世保営業部 長崎県佐世保市天満町1番15号 (0956) 22-5181

本 島 支 店 長崎県佐世保市本島町1番6号 (0956) 24-5181

大 宮 支 店 長崎県佐世保市大宮町8番19号 (0956) 31-6126

俵 町 支 店 長崎県佐世保市俵町9番12号 (0956) 23-1101

大 野 支 店 長崎県佐世保市田原町10番12号 (0956) 49-3341

相 浦 支 店 長崎県佐世保市相浦町1615番地2 (0956) 47-3105

大 村 支 店 長崎県大村市東三城町5番地 (0957) 52-2141

竹 松 支 店 長崎県大村市竹松本町956番地1 (0957) 55-7144

諌 早 支 店 長崎県諫早市永昌町18番1号 (0957) 26-3556

西大村支店 長崎県大村市諏訪1丁目604番地1 (0957) 52-4100

イ オ ン 大 塔
ショッピングセンター 長崎県佐世保市大塔町14番2号

武 雄 市 役 所
出 張 所 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10

食品流通団地 長崎県佐世保市大塔町2002番地

川棚出張所 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷田島441番地5
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早 岐 支 店 長崎県佐世保市早岐2丁目3番17号 (0956) 38-3148

住　　所：佐賀県武雄市武雄町大字昭和862番地
Ｔ Ｅ Ｌ：0954－23－1299　　Ｆ Ａ Ｘ：0954－22－1257
受付時間：9：00～17：00（信用金庫営業日）
受付媒体：電話、手紙、ファクシミリ、面談
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